
 

 

 

 

宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を制定するについて 
 

 

令和３年５月２８日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優

良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、この法律

に基づき「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「長期優良住宅法」とい

う。）」の改正も同日公布されました。 

長期優良住宅法改正の一部施行にあわせ、法改正に則した手続きを行うために手

数料条例に規定している手数料の種類及び額を定めるものです。 

 

１．長期優良住宅法改正に伴う条例改正に至る状況・経過 

「長期優良住宅法」改正及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」改正

の概要については、建設・水道常任委員会において令和３年１１月８日に報告

しております。 

長期優良住宅法の改正が公布される際、施行時期が改正内容に応じて２度に

分けられることも規定されており、令和４年２月２０日施行に係る改正（長期

優良住宅建築等計画認定申請及び認定長期優良住宅の容積率の特例許可申請）

については、「宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条

例」を令和３年１２月議会に提出し、議決を経ております。 

今回は、令和４年１０月１日施行に係る改正（既存住宅に係る長期優良住宅

維持保全計画認定の申請）について、「宇治市建築基準法等関係事務手数料条

例の一部を改正する条例」を令和４年６月議会に提出するものです。 

 

２．「長期優良住宅法」改正及び手数料条例改正の内容 

 ①「長期優良住宅法」改正の内容 

・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設（別紙１参照） 

 ②手数料条例改正の内容 

・既存住宅に係る長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料の設定 

・手数料の金額は、既存住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画

認定申請手数料と同額（新旧対照表参照） 

 

 

 

  

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ３ 日  
建設・水道常任委員会資料 
都市整備部建築指導課  

（代表例：一戸建ての住宅／床面積の合計２００㎡以内） 

120,000 円（確認書等が添付されている場合は、28,000 円） 
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